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権利関係⑫ 
賃貸借・使用貸借 

 

○×式確認問題 

【問題】 

 

 

＊ 解答をするときは、必ずどこで判断したかを、下線を引くなどして明確にチェックを入れ

て、正誤判断をすること。不明なところは？マークを入れておくと後から復習しやすい。  

 

【賃貸借】 

 

１  賃借人が、賃貸人の負担に属する有益費を支出した場合、賃借人は、賃貸借契約終了

後、どの価値が現存するしている場合には、支出された費用又は増加額のどちらかを

選択し、その償還を請求することができる。 

 

 

２  Ａは、ＢからＢ所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、敷金として50万円

をＢに交付した。賃貸借契約が終了した場合、建物明渡債務と敷金返還債務とは同時

履行の関係にあるので、Ａは、建物を明け渡しのときに、敷金の返還を受けることがで

きる。 

 

 

３  借主Ａは、Ｂ所有の甲建物について貸主Ｂとの間で賃貸借契約を締結し、敷金とし

て賃料２カ月分に相当する金額をＢに対して支払った。当該契約期間中に、Ｂが甲建

物をＣに譲渡した場合で、Ｃが賃貸人の地位を承継したとき、敷金に関する権利義務

は当然に全額Ｃに承継される。 

 

 

４  建物の賃貸人が、賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため

使用収益に支障が生じた場合は、これを拒むことができる。 

 

 

 ５  Ａは、自ら所有している甲建物をＢに賃貸している。ところが、ＢはＡの承諾を得

ることなく、甲建物をＣに転貸する契約を締結した。この場合、ＡはＢに対し、Ｃがま

だ甲建物を使用していなくても、無断で転貸借契約をしたことを理由に、契約解除を

請求することができる。 
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【使用貸借】 

 

 １  使用貸借の場合、貸主は、借主が借用物を受け取るまでは、いかなる場合でも契約

を解除することができる。 

 

 

 ２  使用借権の対抗力は、登記を備えるしか方法がない。 

 

 

 ３  使用貸借は無償の契約であるから、その目的物の保管については、善管注意義務ま

では負わない。 

 

 

 ４  使用貸借は、借主の死亡により当然に終了し、相続されることはない。  

 

 

５  使用貸借の場合、借用物に関して、借主が必要費を支出した場合は、直ちに返還請求

することができる。 

 

 


